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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃料ノズルであって、
ａ.軸方向中心線に沿ってある長さで軸方向に延びる中央本体と、
ｂ.前記中央本体の前記長さの少なくとも一部分で前記中央本体を円周方向に囲むシュラ
ウドと、
ｃ.前記中央本体と前記シュラウドとの間で半径方向に延びる複数の壁と、
ｄ.前記中央本体と、前記シュラウドと、前記複数の壁とによって少なくとも部分的に定
められ、前記中央本体の前記長さの少なくとも一部分に沿って前記中央本体を円周方向に
各々が囲む複数の螺旋通路であって、前記複数の壁が、前記シュラウドの上流端と前記中
央本体の下流端の間で前記中央本体の周りに連続して延在する、前記複数の螺旋通路と、
ｅ.各螺旋通路に配置される燃料ポートであって、各燃料ポートが前記燃料ノズルの軸方
向中心線に関連して前記複数の螺旋通路の残りの螺旋通路に配置される残りの燃料ポート
と異なる軸方向位置を有する、前記燃料ポートと、
を含む、燃料ノズル。
【請求項２】
前記中央本体の内部に燃料プレナムを更に含む、請求項１に記載の燃料ノズル。
【請求項３】
前記シュラウドが、前記複数の壁の下流側で軸方向に延びる、請求項１または２に記載の
燃料ノズル。
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【請求項４】
前記シュラウドが直径を定め、該直径が前記複数の壁から下流側で縮小する、請求項１乃
至３のいずれかに記載の燃料ノズル。
【請求項５】
前記各壁が、前記シュラウドの上流側で軸方向に延びる、請求項１乃至４のいずれかに記
載の燃料ノズル。
【請求項６】
前記各燃料ポートが、前記中央本体を通って異なる螺旋通路に流体連通している、請求項
１乃至５のいずれかに記載の燃料ノズル。
【請求項７】
前記各燃料ポートが、前記各螺旋通路内に半径方向に延びる円錐状外側表面を含む、請求
項１乃至６のいずれかに記載の燃料ノズル。
【請求項８】
前記各燃料ポートが、隣接する壁と等間隔になっている、請求項１乃至７のいずれかに記
載の燃料ノズル。
【請求項９】
燃料ノズルであって、
ａ.軸方向中心線に沿ってある長さで軸方向に延びる中央本体と、
ｂ.前記中央本体の前記長さの少なくとも一部分で前記中央本体を円周方向に囲むシュラ
ウドと、
ｃ.前記中央本体の前記長さの少なくとも一部分に沿って前記中央本体を円周方向に囲む
複数の螺旋通路であって、前記複数の螺旋通路が、前記シュラウドの上流端と前記中央本
体の下流端の間で前記中央本体の周りに連続して延在する、前記複数の螺旋通路と、
ｄ.各螺旋形通路配置される燃料ポートであって、各燃料ポートが前記燃料ノズルの軸方
向中心線に関連して前記複数の螺旋通路の残りの螺旋通路に配置される残りの燃料ポート
と異なる軸方向位置を有する、前記燃料ポートと、
を含む、燃料ノズル。
【請求項１０】
ガスタービンであって、
ａ.圧縮機セクションと、
ｂ.前記圧縮機セクションの下流側の燃焼セクションと、
ｃ.前記燃焼セクションの下流側のタービンセクションと、
ｄ.前記燃焼セクションにおける燃料ノズルと、
ｅ.前記燃料ノズル内で軸方向に延びる複数の螺旋通路であって、前記複数の螺旋通路が
、前記燃料ノズルの中央本体の周りに連続して延在する、前記複数の螺旋通路と、
ｆ.各螺旋形通路配置される燃料ポートであって、各燃料ポートが前記燃料ノズルの軸方
向中心線に関連して前記複数の螺旋通路の残りの螺旋通路に配置される残りの燃料ポート
と異なる軸方向位置を有する、前記燃料ポートと、
を含む、ガスタービン。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総括的には、燃焼ダイナミクスのモードカップリングを低減させるための燃
料ノズルに関する。具体的な実施形態において、この燃料ノズル及びその方法は、ガスタ
ービン又は他のターボ機械に組み込むことができる。
【背景技術】
【０００２】
　燃焼器は一般に、燃料を点火させて高温高圧の燃焼ガスを発生させる産業用及び商用運
転において使用される。例えば、ガスタービン及び他のターボ機械は通常、電力及び推力
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を発生させるために１つ又はそれ以上の燃焼器を含む。電力を発生させるのに使用する典
型的なガスタービンは、前方に軸流圧縮機、中央付近に複数の燃焼器、及び後方にタービ
ンを含む。作動流体として周囲空気が圧縮機に流入し、該圧縮機は、作動流体に運動エネ
ルギーを漸次的に与えて、高エネルギー状態の加圧された作動流体を生成させる。加圧作
動流体は、圧縮機から流出して、燃焼器における１つ又はそれ以上の燃料ノズルに流れ、
ここで加圧作動流体が燃料と混合した後、燃焼室で点火されて高温高圧の燃焼ガスを発生
させる。燃焼ガスは、タービンに流れ、ここで燃焼ガスが膨張して仕事を行う。例えば、
タービンにおける燃焼ガスの膨張により、発電機に接続されたシャフトを回転させ、電力
を発生させることができる。
【０００３】
　燃焼不安定性は、ガスタービンの１つ又はそれ以上の音響モードが、燃焼プロセスによ
って励起された時の運転中に発生する可能性がある。励起された音響モードにより、シス
テムパラメータ（例えば、速度、温度、圧力）及びプロセス（例えば、反応速度、熱伝達
率）の周期的振動が生じる可能性がある。例えば、燃焼不安定性の１つのメカニズムは、
音響圧力脈動が燃料ポートにて質量流量の変動を発生させ、その結果、火炎に燃空比変動
をもたらす時に発生する可能性がある。結果として生じる燃空比変動及び音響圧力脈動が
、特定の相挙動（例えば、ほぼ同相）を有するときには、自己励起フィードバックループ
を生じる可能性がある。燃焼ダイナミクスに関するこのメカニズム及び結果として生じる
大きさは、少なくとも１つには、燃料が燃料ノズルを通じて噴射される時間と、対流時間
（Ｔａｕ）として定義される、燃料が燃焼室に到達して点火する時間との間の遅延によっ
て決まる。対流時間が長くなると、燃焼不安定性の頻度が減少し、対流時間が短くなると
、燃焼不安定性の頻度が増大する。
【０００４】
　結果として生じる燃焼ダイナミクスは、１つ又はそれ以上の燃焼器及び／又は下流側構
成部品の有効寿命を短縮する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６，９５９，５５０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、対流時間を変化させる燃料ノズルは、燃焼器の熱力学的効率を高め、摩耗の促
進に対して保護し、火炎安定性を向上させ、及び／又は広範囲の運転レベルにわたって望
ましくないエミッションを低減させるのに有用となる。
【０００７】
　本発明の態様及び利点は、以下の説明において部分的に記載され、又は、本説明から明
らかになることができ、或いは、本発明を実施することによって理解することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの実施形態は、軸方向中心線に沿ってある長さで軸方向に延びる中央本体
を含む燃料ノズルである。シュラウドは、中央本体の長さの少なくとも一部分で中心本体
を円周方向に囲む。複数の壁が、中心本体とシュラウドとの間で半径方向に延びる。中心
本体と、シュラウドと、複数の壁とによって少なくとも部分的に定められた複数の螺旋通
路は、中心本体の長さの少なくとも一部分に沿って中心本体を円周方向に囲む。各螺旋通
路における燃料ポートは、各螺旋通路において異なる軸方向位置を有する。
【０００９】
　本発明の別の実施形態において、燃料ノズルは、軸方向中心線に沿ってある長さで軸方
向に延びる中央本体を含む。シュラウドは、中心本体の長さの少なくとも一部分で中心本
体を円周方向に囲む。複数の螺旋通路は、中心本体の長さの少なくとも一部分に沿って中
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央本体を円周方向で囲み、各螺旋通路における燃料ポートは、異なる対流時間を有する。
【００１０】
　本発明はまた、圧縮機セクションと、圧縮機セクションの下流側の燃焼セクションと、
燃焼セクションの下流側のタービンセクションと、を有するガスタービンを含むことがで
きる。燃料ノズルは、燃焼セクション内にあり、複数の螺旋通路が燃料ノズルにおいて軸
方向に延びている。各螺旋通路内にある燃料ポートは、異なる対流時間を有する。
【００１１】
　当業者であれば、本明細書を精査するとこのような実施形態の特徴及び態様、並びにそ
の他がより理解されるであろう。
【００１２】
　添付図の参照を含む本明細書の残りの部分において、当業者に対してなしたその最良の
形態を含む本発明の完全且つ有効な開示をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の種々の実施形態による例示的なガスタービンの簡易側断面図。
【図２】本発明の種々の実施形態による例示的な燃焼器の簡易側断面図。
【図３】本発明の１つの実施形態による燃料ノズルの斜視図。
【図４】図３に示した燃料ノズルの側断面図。
【図５】図３及び図４に示した例示的な螺旋通路及び燃料ポートの側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　ここで、その１つ又はそれ以上の実施例が添付図面に例示されている本発明の実施形態
について詳細に説明する。詳細な説明では、図面中の特徴部を示すために参照符号及び文
字表示を使用している。本発明の同様の又は類似した要素を示すために、図面及び説明に
おいて同様の又は類似した表示を使用している。本明細書で使用される用語「第１」、「
第２」、及び「第３」は、ある構成要素を別の構成要素と区別するために同義的に用いる
ことができ、個々の構成要素の位置又は重要性を意味することを意図したものではない。
用語「上流側」、「下流側」、「半径方向」、及び「軸方向」は、流体経路における流体
流に対する相対方向を指す。例えば、「上流側」は、流体がそこから流れる方向を指し、
「下流側」は、流体がそこへ流れ込む方向を指す。同様に、「半径方向」とは、流体流に
実質的に垂直な相対方向を指し、「軸方向」とは、流体流に実質的に平行な相対方向を指
す。
【００１５】
　各実施例は、本発明の限定ではなく、例証として提供される。実際に、本発明の範囲又
は技術的思想から逸脱することなく、種々の修正形態及び変形形態を本発明において実施
できることは、当業者であれば理解されるであろう。例えば、１つの実施形態の一部とし
て例示され又は説明される特徴は、別の実施形態と共に使用して更に別の実施形態を得る
ことができる。従って、本発明は、そのような修正及び変形を特許請求の範囲及びその均
等物の技術的範囲内に属するものとして保護することを意図している。
【００１６】
　本発明の種々の実施形態は、燃焼ダイナミクスのモードカップリングを低減する燃料ノ
ズルを含む。燃料ノズルは一般に、該燃料ノズル内で軸方向に延びた複数の螺旋通路を含
み、各螺旋通路内には少なくとも１つの燃料ポートが設けられている。特定の実施形態に
おいて、燃料ノズルは、中央本体、該中央本体の少なくとも一部分を円周方向に囲むシュ
ラウド、及び／又は中央本体とシュラウドとの間で半径方向に延びて螺旋通路を少なくと
も部分的に形成する複数の壁を含むことができる。各燃料ポートは、該各燃料ポートが異
なる対流時間を有するように、それぞれの螺旋通路内で異なる軸方向位置を有することが
できる。異なる対流時間は、燃料ノズル及び／又は燃焼器間の周波数及び／又は振幅関係
を変化させ、全体として燃焼システムのコヒーレンスを減少させ、燃料ノズル及び／又は
燃焼器間のあらゆるカップリングを減衰させる。本明細書で使用する場合にコヒーレンス
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とは、２つ（又はそれ以上）のダイナミック信号間の直線関係の強さを意味し、これらの
間の周波数の重なり度合いによって大きく影響を受ける。その結果、本発明の種々の実施
形態は、下流側構成部品において振動応答を発生させる燃焼器トーンの能力を低減するこ
とができる。本発明の例示的な実施形態を例証の目的でガスタービンにおける燃焼ダイナ
ミクスの関連において一般的に説明するが、当業者であれば、本発明の実施形態が、特許
請求の範囲に特に記載されない限り、あらゆる燃焼ダイナミクスに適用することができ、
ガスタービンに限定されるものではない点は容易に理解されるであろう。
【００１７】
　次に、図全体を通して同一の符号が同一の要素を表す図面を参照すると、図１は、本発
明の種々の実施形態を組み込むことができる例示的なガスタービン１０の簡易側断面図を
示している。図示のように、ガスタービン１０は一般に、入口セクション１２、圧縮機セ
クション１４、燃焼セクション１６、タービンセクション１８、及び排気セクション２０
を含むことができる。入口セクション１２は、ガスタービン１０に流入する作動流体（例
えば、空気）２８の清浄化、加熱、冷却、加湿、脱湿、及び／又はその他の調節を行うた
めに、一連の濾過器２２及び１つ又はそれ以上の流体調節装置２４を含むことができる。
清浄化され且つ調整された作動流体２８は、圧縮機セクションの圧縮機３０に流れる。圧
縮機ケーシング３２は、作動流体２８を収納し、回転ブレード３４及び固定ベーン３６の
交互する段が、作動流体２８を漸次的に加速して再配向し、高温及び高圧の加圧作動流体
３８の連続流を発生させるようにする。
【００１８】
　加圧作動流体の大部分は、圧縮機吐出プレナム４０を通って燃焼セクション１６におけ
る１つ又はそれ以上の燃焼器４２に流れる。各燃焼器４２と流体連通している燃料供給部
４４は、各燃焼器４２に燃料を供給する。利用可能な燃料は、例えば、高炉ガス、コーク
ス炉ガス、天然ガス、メタン、蒸発した液化天然ガス（ＬＮＧ）、水素、シンガス、ブタ
ン、プロパン、オレフィン、ディーゼル、石油蒸留物、及びこれらの組み合わせを含むこ
とができる。加圧作動流体３８は、燃料と混合して点火し、高温高圧の燃焼ガス４６を発
生する。
【００１９】
　燃焼ガス４６は、高温ガス経路に沿ってタービンセクション１８のタービン４８を通っ
て流れ、ここでガスが膨張して仕事を産出する。具体的には、燃焼ガス４６は、タービン
４８における固定ノズル５０と回転バケット５２の交互する段にわたって流れることがで
きる。固定ノズル５０は、燃焼ガス４６を回転バケット５２の次の段に再配向し、燃焼ガ
スが回転ブレード５２にわたって通過すると燃焼ガスが膨張し、回転バケット５２を回転
させるようにする。回転バケット５２は、シャフト５４に接続することができ、該シャフ
ト５４は圧縮機３０に結合されて、シャフト５４の回転によって圧縮機３０が駆動され、
加圧作動流体３８を生成するようにすることができる。代替として、又はこれに加えて、
シャフト５４は、発電のため発電機５６に接続することができる。タービンセクション１
８からの排気ガス５８は、排出セクション２０を通って流れた後、環境に放出される。
【００２０】
　燃焼器４２は、当技術分野で公知のあらゆる形式の燃焼器とすることができ、本発明は
、特許請求の範囲に特に記載されない限り、特定のあらゆる燃焼器設計に限定されるもの
ではない。図２は、本発明の種々の実施形態による例示的な燃焼器４２の簡易側断面図を
示している。図２に示すように、燃焼器ケーシング６０及び端部カバー６２を組み合わせ
て、燃焼器４２に流れる加圧作動流体３８を収容することができる。キャップ組立体６４
は、燃焼器４２の少なくとも一部分にわたって半径方向に延びることができ、１つ又はそ
れ以上の燃料ノズル６６は、キャップ組立体６４にわたって半径方向に配列されて、キャ
ップ組立体６４の下流側の燃焼室７０に燃料を供給することができる。ライナ７２は、燃
焼室７０の少なくとも一部分を円周方向に囲むことができ、ライナ７２の下流側の移行ダ
クト７４は、タービン４８の入口に燃焼室７０を接続することができる。流れ孔７８を備
えたインピンジメントスリーブ７６は、移行ダクト７４を円周方向に囲むことができ、流
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れスリーブ８０は、ライナ７２を円周方向に囲むことができる。このようにして、加圧作
動流体３８は、インピンジメントスリーブ７６における流れ孔７８を通過して、移行ダク
ト７４及びライナ７２の外側の環状通路８２を流れることができる。加圧作動流体３８が
、端部カバー６２に到達すると、加圧作動流体３８は、反転して、燃料ノズル６６を通っ
て燃焼室７０に流入する。
【００２１】
　図３は、本発明の種々の実施形態の技術的範囲内にある例示的な燃料ノズル６６の斜視
図を示し、図４は、図３に示す燃料ノズル６６の側断面図を示している。図３及び図４に
示すように、燃料ノズル６６は、燃料ノズル６６の軸方向中心線９２に沿って長さ９４で
軸方向に延びる中央本体９０を含むことができる。中央本体９０は、端部カバー６２に接
続及び／又は貫通して、該端部カバー６２からキャップ組立体６４を通って燃焼室７０に
流体連通することができる。例えば、中央本体９０は、燃料、希釈剤、及び／又は他の添
加剤が端部カバー６２から燃焼室７０に流れるのを可能にする１つ又はそれ以上の流体プ
レナムを含むことができる。図３及び図４に示す特定の実施形態において、燃料プレナム
９６は、中央本体９０内部で長さ９４に沿って軸方向に延びて、燃料ノズル６６を介して
燃料を供給することができる。
【００２２】
　燃料ノズル６６はまた、中央本体９０の長さ９４の少なくとも一部分において中央本体
９０を円周方向に囲むシュラウド１００を含むことができる。シュラウドは、該シュラウ
ド１００の内側に直径１０２を定める。複数の壁１０４が、中央本体９０とシュラウド１
００との間で半径方向に延びることができる。このようにして、中央本体９０、シュラウ
ド１００、及び壁１０４を組み合わせて、中央本体９０の長さ９４の少なくとも一部分に
沿って該中央本体９０を円周方向に囲む複数の螺旋通路１０６を少なくとも部分的に定め
ることができる。螺旋通路１０６は、燃料ノズル６６を通って流れる加圧作動流体３８に
スワールを与える。図３及び図４に示す特定の実施形態において、各壁１０４及び／又は
螺旋通路１０６は、シュラウド１００の上流側で軸方向に延びて、加圧作動流体３８を受
けるか又は燃料ノズル６６内に取り出すことができる。代替として、又はこれに加えて、
シュラウド１００は、壁１０４及び／又は螺旋通路１０６の下流側で軸方向に延びること
ができ、シュラウド１００の直径１０２は、壁１０４及び／又は螺旋通路１０６の下流側
で縮小し、燃料ノズル６６から流出し燃焼室７０に流入する加圧作動流体３８の連続した
スワールを増強することができる。
【００２３】
　壁１０４及び螺旋通路１０６の個数及びピッチ角は、全体の混合長さ及び／又は出口ス
ワール強度を変えるために変更することができる。図３及び図４に示す特定の実施形態に
おいて、例えば、燃料ノズル６６は、中央本体９０の周りに約５０度の角度が付けられた
１２個の螺旋通路１０６を形成する１２個の壁１０４を含む。本発明の範囲内にある他の
実施形態において、壁の個数は、３個～１５個又はそれ以上の間で変えることができ、ピ
ッチ角は、約１０度～８０度の間で変えることができる。しかしながら、本発明の実施形
態は、特許請求の範囲に特に記載されない限り、壁１０４及び／又は螺旋通路１０６の何
らかの特定の数及び／又は特定のピッチ角に限定されるものではない。
【００２４】
　図３及び図４に示すように、各螺旋通路１０６は、燃料プレナム９６から中央本体９０
を通って各螺旋通路１０６に流体連通を形成する少なくとも１つの燃料ポート１０８を含
む。燃料ポート１０８により、燃料１０９を各螺旋通路１０６内に噴射し、加圧作動流体
３と共にスワールを生じさせ、燃焼室７０に到達する前に燃料１０９と加圧作動流体３８
との間の混合を向上させることが可能になる。各燃料ポート１０８に関連する対流時間（
Ｔａｕ）は、燃料１０９が燃焼室７０に到達するまでに移動する距離に正比例する。この
距離は、燃料ノズル６６における各螺旋通路１０６のピッチ角（すなわち、長さ）と各燃
料ポート１０８の軸方向位置との関数である。対流時間が短いほど、螺旋通路１０６を通
って流れる燃料１０９と加圧作動流体３８との間の混合量が減少する。対流時間が長いほ



(7) JP 6334198 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

ど、燃料１０９と加圧作動流体３８との間の混合が向上するが、燃料１０９の反応性も増
大し、燃料１０９が燃焼室７０に到達する前の早期点火につながる状態を生じる可能性が
ある。
【００２５】
　図３及び図４に示す特定の実施形態において、各燃料ポート１０８は、各螺旋通路１０
６において異なる軸方向位置を有し、各燃料ポート１０８において対応する異なる対流時
間が発生する。異なる対流時間は、各螺旋通路１０８において対応する異なる周波数が発
生する。その結果、燃料ノズル６６によって生じる周波数は、更に拡散し、ホワイトノー
ズと同様の小さい振幅を有し、燃焼不安定性につながる状態を低減する。
【００２６】
　図５は、図３及び図４に示す例示的な螺旋通路１０６及び燃料ポート１０８の側断面図
を示している。図示のように、燃料ポート１０８は、隣接する壁１０４と等距離にするこ
とができ、各螺旋通路１０６内に半径方向に延びる円錐状の外側表面１１０を含むことが
できる。その結果、螺旋通路１０６及び円錐状外側表面１１０の組合せは、螺旋通路１０
６を通って流れる加圧作動流体３８の２倍の渦流を発生させ、螺旋通路１０６内に噴射さ
れる燃料との混合を高めることができる。特定の実施形態において、燃料ポート１０８は
、合成角で螺旋通路１０６に角度を付けることができる。代替として、又はこれに加えて
、螺旋通路１０６は、燃料ノズル６６を通る燃料１０９及び加圧作動流体３８の層流を阻
止するタービュレータを含むことができる。
【００２７】
　図１～図５に関して説明及び図示された種々の実施形態は、既存の燃焼器４２に優る以
下の利点の１つ又はそれ以上を提供することができる。具体的には、螺旋通路１０６に関
連するより多くの拡散及びより少ない振幅の周波数により、燃焼不安定性につながる状態
を低減し、これにより燃焼ダイナミクスのコヒーレンス及び／又はモードカップリングを
低減する。その結果、本明細書で説明された種々の実施形態は、下流側の高温ガス経路構
成部品の寿命に悪影響を及ぼすことなく、熱力学的効率を向上させ、火炎安定性を促進し
、及び／又は広範囲の運転レベルにわたって望ましくないエミッションを減少させること
ができる。
【００２８】
　本明細書は、最良の形態を含む実施例を用いて本発明を開示し、更に、あらゆる当業者
があらゆるデバイス又はシステムを実施及び利用すること並びにあらゆる包含の方法を実
施することを含む本発明を実施することを可能にする。本発明の特許保護される範囲は、
請求項によって定義され、当業者であれば想起される他の実施例を含むことができる。こ
のような他の実施例は、請求項の文言と差違のない構造要素を有する場合、或いは、請求
項の文言と僅かな差違を有する均等な構造要素を含む場合には、本発明の範囲内にあるも
のとする。
【符号の説明】
【００２９】
１０　ガスタービン
１２　入口セクション
１４　圧縮機セクション
１６　燃焼セクション
１８　タービンセクション
２０　排気セクション
２２　フィレット
２４　流体調整デバイス
２８　作動流体
３０　圧縮機
３２　圧縮機ケーシング
３４　回転ブレード
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３８　加圧作動流体
４０　圧縮機吐出プレナム
４２　燃焼器
４４　燃料供給（部）
４６　燃焼ガス
４８　タービン
５０　固定ノズル
５２　回転バケット
５４　シャフト
５６　発電機
５８　排気ガス
６０　燃焼器ケーシング
６２　端部カバー
６４　キャップ組立体
６６　燃料ノズル
７０　燃焼室
７２　ライナ
７４　移行ダクト
７６　インピンジメントスリーブ
７８　流れ孔
８０　流れスリーブ
８２　環状通路
９０　中央本体
９２　燃料ノズルの軸方向中心線
９４　長さ
９６　燃料プレナム
１００　シュラウド
１０２　直径
１０４　壁
１０６　螺旋通路
１０８　燃料ポート
１０９　燃料
１１０　円錐面
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